
平成３０年５月２８日 

 

監査法人・公認会計士各位 

 

きたみらい農業協同組合 

 

きたみらい農業協同組合の会計監査人を希望する公認会計士・監査法人の募集について 

 

農協法改正に伴い、信用事業を行う農業協同組合（政令で定める貯金量に達しない

ものを除く）等は、会計監査人を置き、その計算書類及びその附属明細書について会

計監査人の会計監査を受けなければならず、会計監査人は、公認会計士又は監査法人

でなければならないものとされており、当組合も会計監査人を置くことになりまし

た。 

ついては，平成３１年度から平成３３年度の当組合の会計監査人に就任を希望する

監査法人又は公認会計士の方から，下記により提案書を募集いたします。 

なお、監事会において提案書の書面審査等を経て、会計監査人候補を選定し、平成

３１年４月に開催する当組合の通常総代会において提案をする予定でありますことを

申し添えます。 

 

記 

 

１．提出期限 平成３０年７月３１日（火）１７時必着  

 

２．提出部数 提案書１３部，見積書１部  

なお、提案書の作成に際しては、別紙「提案書」をご参照ください。  

 

３．応募資格  

監査法人又は公認会計士であること。また，会社法第３３７条第３項における欠

格事由及び公認会計士法、その他諸法令における欠格事由に該当する者でないこ

と。  

 

４．その他  

１）今回の選定は、平成３１年度から平成３３年度までの複数年に係る候補者選定

となります。平成３１年度以降については、毎年度、候補者より監査計画書をご

提出いただきます。 

なお，選定された者が行政処分を受けるなど特段の事由が生じた場合や契約の

履行状況等により適切に監査業務を遂行することが困難であると認められる場合

には，選定の見直しを実施いたします。  

２）当組合は農業協同組合法に定める法人であり、会社法第４２７条第１項に定め

る限定責任契約の適用はありません。 

 ３）提出された提案書により書類審査を実施します。提案内容について説明を求め

ることが ありますので、連絡先・担当者名等を記入願います。 

なお、審査の過程において，プレゼンテーション等を実施する場合があります。

実施する場合は，事前に日程等の詳細を通知します。  

 ４）提案書提出先 

  きたみらい農業協同組合 監査室 監事会事務局宛  書面にて提出願います。 

住所：〒090-0813 北海道北見市中の島町１丁目１番８号 

   電話： ０１５７‐３２－８７７７（代表） 

    



【別 紙 】 

 

きたみらい農業協同組合 会計監査人候補者選定に係る提案書 
１．監査法人等の概要及び当組合に対する監査実施体制  

（１）名称等 

名称  

代表者氏名  

所在地  

出資金 百万円 
業務収入（営業収益） 百万円 （直近の事業年度）貴監査法人

の直近決算 
平成 29年 月 日～平成 30年 月 

日 

経常利益 百万円 

当期利益 百万円 

関与会社数 件  

国内拠点数 拠点  

監督官庁等における

過去３年以内の行政

指導・処分の有無 

有・無（有りの場合は指導内容を記載） 

 

 

 

（２）当組合の監査業務を主に担当する部署又は事務所等の名称及び所在地 

名 称  

所 在 地  

 

（３）公認会計士等の人員構成（非常勤的身分の者は除く） 

事 項 法人全体 担当部署又は事務所等 

社 員 数 人 人 

職 員 人 人 

計 人 人 

（内訳）   

公 認 会 計 士 人 人 

会 計 士 補  人 人 

農業協同組合監査士有資格者 人 人 

そ の 他 人 人 

      （注）農業協同組合監査士有資格者の人数には、公認会計士、会計士補の人数を除く 

 

（４）農業協同組合等の担当部門の公認会計士等の人員構成（非常勤的身分の者は除く） 

事 項 法人全体 担当部署又は事務所等 

社 員 数 人 人 

職 員 人 人 

計 人 人 

（内訳）   

公 認 会 計 士 人 人 

会 計 士 補  人 人 

農業協同組合監査士有資格者 人 人 

そ の 他   
（注）農業協同組合監査士有資格者の人数には、公認会計士、会計士補の人数を除く 

 

 



（５）当組合における監査業務に従事する予定の人員 

事  項 

 

法人全体 担当部署又は事務所等 

平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

人員数 人 人 人 人 

（内訳）     

公 認 会 計 士 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               人 人 人 

会 計 士 補  人 人 人 人 

農業協同組合監査士有資格者     

そ の 他 人 人 人 人 
（注）農業協同組合監査士有資格者の人数には、公認会計士、会計士補の人数を除く 

 

２．貴監査法人におけるガバナンスコードに関する考え方について 

 ガバナンスコードの各指針に対する監査法人の考え方についてお答えください。 

 

（１）原則１に関する各指針に対する考え方について 

 

 

（２）原則２に関する各指針についての考え方について 

(参考) 

２－１． 監査法人は、実効的な経営（マネジメント）機関を設け、組織的な運営

が行われるようにすべきである。 

２－２． 監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保

するため、以下の事項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割

を明らかにすべきである。 

 監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要

な事項について、監査法人としての適正な判断が確保されるための組織体制

の整備及び当該体制を活用した主体的な関与 

 監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するための、経済環境等のマク

(参考) 

１－１． 監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上

に向け、法人の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、

トップ自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、ト

ップの姿勢を明らかにすべきである。 

１－２． 監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、そ

れを実践するための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。 

１－３． 監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家と

しての能力を十分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきで

ある。 

１－４． 監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題や知見、経験を共有

し、積極的に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。 

１－５． 監査法人は、法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位

置づけについての考え方を明らかにすべきである。 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 



ロ的な観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換

を行う環境の整備 

 法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させる

ための人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備 

 監査に関する業務の効率化及び企業においてもIT 化が進展することを踏ま

えた深度ある監査を実現するためのＩＴの有効活用の検討･整備 

２－３．監査法人は、経営機関の構成員が監査実務に精通しているかを勘案する

だけではなく、経営機関として、法人の組織的な運営のための機能が十分

に確保されるよう、経営機関の構成員を選任すべきである。 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

 

（３）原則３に関する各指針に対する考え方について 

 

(参考) 

３－１．監査法人は、経営機関による経営機能の実効性を監督・評価し、それを

通じて実効性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を

設け、その役割を明らかにすべきである。 

３－２．監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、

自らが認識する課題等に対応するため、監督・評価機関の構成員に、独

立性を有する第三者を選任し、その知見を活用すべきである。 

３－３．監査法人は、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三

者について、例えば以下の業務を行うことが期待されることに留意しつ

つ、その役割を明らかにすべきである。 

 組織的な運営の実効性に関する評価への関与 

 経営機関の構成員の選退任、評価及び報酬の決定過程への関与 

 法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与 

 内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報

の検証及び活用状況の評価への関与 

 被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換への関与 

３－４．監査法人は、監督・評価機関がその機能を実効的に果たすことができる

よう、監督・評価機関の構成員に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供

され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 



（４）原則４に関する各指針の考え方について 

 

(参考) 

４－１．監査法人は、経営機関が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有す

るとともに経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備

し、業務運営に活用すべきである。また、法人内において会計監査の品質

の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。 

４－２．監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を

保持・発揮させるために、法人における人材育成、人事管理・評価及び報

酬に係る方針を策定し、運用すべきである。その際には、法人の構成員が

職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価されるべきである。 

４－３．監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。 

 法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を適切に発揮できるよう、

幅広い知見や経験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われる

こと 

 法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向な

どを含め、会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が与えられ

ること 

 法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価し、

計画的に活用すること 

４－４．監査法人は、被監査会社のCEO・CFO 等の経営陣幹部及び監査役等との

間で監査上のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすととも

に、監査の現場における被監査会社との間での十分な意見交換や議論に留

意すべきである。 

４－５．監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備すると

ともにこれを公表し、伝えられた情報を適切に活用すべきである。その

際、通報者が、不利益を被る危険を懸念することがないよう留意すべきで

ある。 

 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

 

（５）原則５の各指針に関する考え方について 

 

(参考) 

５－１．監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価で

きるよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組み

について、一般に閲覧可能な文書、例えば「透明性報告書」といった形

で、わかりやすく説明すべきである。 

５－２．監査法人は、併せて以下の項目について説明すべきである。 

 会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそれぞ

れの役割を主体的に果たすためのトップの姿勢 

 法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考え方

や行動の指針 

 法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位置づけについ

ての考え方 



 経営機関の構成や役割 

 監督・評価機関の構成や役割。監督・評価機関の構成員に選任された独立

性を有する第三者の選任理由、役割及び貢献 

 監督・評価機関を含め、監査法人が行った、監査品質の向上に向けた取組

みの実効性の評価 

５－３．監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監

査会社、株主、その他の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努め

るべきである。その際、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有

する第三者の知見を活用すべきである。 

５－４．監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの実

効性を定期的に評価すべきである。 

５－５．監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から得た有益な情報や、

本原則の適用の状況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に向け活用

すべきである。 

 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

 

３．監査の実施計画等 (平成３１年度～平成３３年度の各年度ごとに提示すること 

 

（１）監査方針（監査に対する基本的な考え方等） 

当組合の監査業務実施に際して、その基本的な取組方針やポイントとなる監査

方針、重点項目、着眼点などを記載してください。とりわけ、近時、公認会計士・

監査審査会の勧告事案となっている不正リスクへの対応についても記載願いま

す。 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

（２）監査実施体制 

監査法人の監督責任者、監査業務チームの構成等の具体的な体制を記載してく

ださい。 

また、実際に監査を行う要員の役割、専門分野、実務経験並びに農業協同組合・

農業協同組合連合会における会計監査業務の実績の有無（「有」の場合は、農業協

同組合・農業協同組合連合会名及び関与した監査業務の内容）についても記載して

ください。監査責任者、監査審査会担当者の経歴等をお知らせください。監査業務

チームにおいて、農協法で準用する会社法第３３７条第３項に定める会計監査人

の欠格事由に抵触していないかどうかも付記願います。 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 



（３）監査実施計画及び監査手法 

当組合に提案する監査実施計画として、年間の監査実施予定スケジュールについ

て、監査項目、監査方法、監査実施日程などを具体的に記載してください。 

（パイロットテスト、期中監査、期末監査、システム監査、棚卸立会等、内部統制

及び業務改善等の提言、審査・監査報告書の作成、個別相談・指導の実施、その他

会計処理上必要な情報の提供など） 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

 

（４）組合における監査の執務方法（執務スペース等の考え方） 

組合における監査の執務方法について記載してください。 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

 

（５）監査における指導的機能などに対する考え方 

当組合からの質問、相談などへの適時適切なアドバイス、他農業同組合を含めた

最新の情報提供など、当組合が求めるリアルタイムな対応への方策などについて記

載してください。 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

 

(６）監事等との連携に対する考え方 

監事及び監査室、内部監査部署との連携に対する考え方について記載してください。 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

（７）監査業務以外の業務として、当組合への支援業務に対する考え方 

組合の研修を実施するなど、講師派遣等の支援業務を柔軟に対応できるか記載して

ください。 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 



３．農業協同組合・農業協同組合連合会に関与した業務（法定監査業務・支援業務）

の実績等 

 

（１）農業協同組合・同連合会の会計監査の実績（平成２９年度） 

 
機 関 名  実績数             件 

  

  

  

  

  

  

  (注)全国監査機構などにおいて監査を実施した者がいる場合はその対応件数も含む 

 

（２）農業協同組合・同連合会に対する支援業務の実績（平成２７～２９年度） 
機 関 名 支 援 内 容 

  

  

  

  

  

  

 

（３）農業協同組合・同連合会向けセミナー実施状況（平成２９年度）      
開 催 内 容 開 催 場 所 実 施 時 期  

   

   

   

   

 

４．監査報酬見積費用 (平成３１年度～平成３３年度の各年度ごとに提示すること)

（１）執務予定日数 

延べ人日数も記載してください。 

 

（２）見積費用及び算定内訳 

見積費用には旅費等の必要経費も含むものとし、算定内訳として、業務内容別に、

監査責任者及び公認会計士等の所要要員数や単価を明示して記載してください。 

 

（３）見積費用の考え方 

監査日程など、契約内容に大幅な変更が生じたときの費用変更方法及び監査日数

が増加又は減少することとなった場合の費用の考え方を記載してください。また、

残高照会の郵送経費など、当該見積費用に含まれていない当組合が貴法人へ支払う

べき経費の有無、有りの場合はその見込所要額（年間）を別紙にて作成してくださ

い。 

 

（４）会計監査人の引継の考え方 

会計監査人間の交替に伴う引継の考え方と引継に係る費用を記載してください。

とりわけ全国農業協同組合中央会(ＪＡ全国監査機構)との引継ぎの考え方もしく

は、パイロットテストなどの考え方を示してください。 

 

 



５．その他 

（１）日本公認会計士協会等の定める監査の品質管理に関する指針に即した品質管理

体制について、記載してください。 

  また、ＪＡ全中が行ってきた全国監査機構監査との監査結果の引継の考え方に

ついても記載願います。 

※監査に関する品質管理基準（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）、監査

事務所に関する品質管理（平成２７年５月２９日最終改正 公認会計士協会）、監

査業務における品質管理（平成２７年５月２９日最終改正 公認会計士協会） 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

 

（２）農林中金は，ＪＡバンク基本方針においてＪＡの指導に対する役割を的確

かつ効率的に果たすため，必要がある場合，ＪＡ・信連が会計監査を受ける

会計監査人との間で情報連携を図るとされていますが、会計監査人とどのよ

うな連携がはかれますか？ 

 

（３）その他特筆すべき事項（自己評価及び活動など）があれば記載してください。 

 

（添付資料で確認できる場合の記載例） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

（添付資料○「○○○○○○○」（Ｐ○○）を参照）。 

 

（４）添付資料として、貴法人の概要を記載したパンフレット等を提出願います。 

 

（５）本件内容の問い合わせ先（担当部署又は事務所等の名称）、ご担当者の氏名及

び連絡先（電話番号、メールアドレス等）を記載してください。 

 
担当部署又は事務所等の名称 ご担当者の氏名 電話番号 メールアドレス 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【見積書様式例】 

 

監 査 報 酬 見 積 書 
 

平成  年  月  日 

きたみらい農業協同組合 宛 

 

                               

                           監査法人名 

                           代表者名        印 

 

  貴組合の【平成  年度】監査報酬を以下のとおり、見積りいたします。 

 

 

  金            円也  

 
【構成内訳】 

 

１．執務予定日数 

 

業 務 区 分 

監 査 執 務 日 数 

監査責任者 主任・副主任 公認会計士 会計士補等 合 計 

監査業務      

予備調査      

監査計画の立案      

期中監査      

指導・支援業務      

期末監査      

総 合 計 ○人日 ○人日 ○人日 ○人日 ○人日 

 

２．見積費用算定内訳 

区  分 監査日数 １日当たりの報酬 監査費用 

監査責任者 ○人日       円       円 

主任・副主任    

公認会計士    

会計士補等    

その他職員    

合  計 ○○○人日        円 

 

                                                  消費税等        円 

 

                                                   見 積 額         円 

※ 旅費交通費等の必要経費を含めて計上して下さい。 
 

 


